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就労定着支援事業所あるば



2018年（平成30年）4月に「就労定着支援事業」が新設され、
当所においても同年7月に「就労定着支援事業所あるば」を開
設しました。これまでの「就職後の支援」の実践から、職場
訪問による支援はもちろん、職場内外での面談や、在職者の
交流活動のサポートなど、働き続けるために必要な定着支援
サービスを提供しています。

Ｑ：利用期間は？

Ａ：就職後6カ月経過後より利用できます。契約更新を1年

ごとに行い、最長3年間の利用が可能です。

Ｑ：利用料は？

Ａ：ご本人や世帯の前年所得等に応じた自己負担

が（1割）発生する場合があります。

Ｑ：途中で転職した場合の利用は？

Ａ：退職後1カ月以内に転職が決まれば、1回に限

り就労定着支援事業の利用は継続できます。

Ｑ：必ず利用しなければならないの？

Ａ：就労定着支援事業のサービス利用は任意となります。

就労定着支援事業は、就労移行支援事業所などを利用して一
般就労へ移行した方で、雇用された企業などで就労の継続を
図るため、企業・事業所・関係機関等との連絡調整、雇用に
伴い生じる課題解決、また、社会生活上の各問題に関する相
談、支援、助言などの支援を行う、「障害者総合支援法」に
もとづく障害福祉サービスのひとつです。

ご本人を主体とした支援を大切にしています。

緊急・突発性のある課題への対応を大切にしています。

柔軟な発想を携えた支援を大切にしています。

企業とご本人との関係性を重視した支援を大切にしています。

課題となりそうな芽をいち早く察知し対応する支援を大切にしています。

就労移行支援事業所あるば 就労定着支援事業所あるば
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就
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就職後 6か月
間の定着支援 最大3年間の定着をサポート（1年毎の更新有り）

※就職後6カ月経過後から利用可能

各種お問い合わせについては、パンフレットの裏面に記載して

いる、各事業所宛てへご連絡ください。

ご利用に関する流れ

大切にしていること


